
日米地位協定 

第八条 

日本国政府は、両政府の当局間の取極に従い、次の気象業務を合衆国軍隊に提供

することを約束する。 

（ａ） 地上及び海上からの気象観測（気象観測船からの観測を含む。） 

（ｂ） 気象資料（気象庁の定期的概報及び過去の資料を含む。） 

（ｃ） 航空機の安全かつ正確な運航のため必要な気象情報を報ずる電気通信業務 

（ｄ） 地震観測の資料（地震から生ずる津波の予想される程度及びその津波の影響

を受ける区域の予報を含む。） 

 

 


